
(案) 

 

江 田 島 市 交 流 定 住 促 進 協 議 会 運 営 要 綱  

                    令 和  年  月  日  

（ 名 称 ）  

第 １ 条  こ の 会 は 、 江 田 島 市 交 流 定 住 促 進 協 議 会 と 称 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 ２ 条  こ の 会 は 、 市 内 へ の 交 流 定 住 人 口 の 拡 大 を 図 る た め 、 地 域

団 体 、 民 間 団 体 等 と 連 携 し て 市 内 の 体 験 ・ 交 流 資 源 の 調 査 及 び 検

討 を 行 い 、 交 流 定 住 促 進 施 策 を 策 定 ・ 推 進 す る 。  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  こ の 会 は 、 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲 げ る 団 体 が そ の 構 成

員 の 中 か ら 推 薦 す る 者 及 び 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で に 掲 げ る 者 を

も っ て 組 織 し 、 会 長 が 委 嘱 す る 。  

(１ )  地 域 団 体  

(２ )  農 業 ・ 漁 業 関 係 団 体  

(３ )  不 動 産 業 関 係 団 体   

(４ )  市 外 か ら の 移 住 者  

(５ )  関 係 部 署 の 部 長  

(６ )  そ の 他 会 長 （ 次 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 会 長 を い う 。）

が 特 に 必 要 と 認 め る 者  

２  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前  

任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

３  委 員 の 再 任 は 、 妨 げ な い 。  

 （ 役 員 ）  

第 ４ 条  こ の 協 議 会 に 、 次 の 役 員 を 置 く 。  

(１ )  会 長  １ 名  

(２ )  副 会 長  １ 名  

２  会 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ り 選 出 す る 。  

３  会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 会 を 代 表 す る 。  

４  副 会 長 は 、 会 長 が 指 名 し 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 あ る と き

議案第２号 
江田島市交流定住促進協会 

令  和  ８年  ３  月 ２ ３日  



(案) 

 

は 、 そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

（ 事 業 ）  

第 ５ 条  こ の 協 議 会 は 、 第 ２ 条 の 目 的 を 達 成 す る た め に 次 の 事 業 を  

行 う 。  

(１ )  交 流 定 住 事 業 の 審 議 及 び 検 討  

(２ )  交 流 定 住 の 促 進 に 係 る 広 報 、 誘 致 及 び 啓 発 に 関 す る こ と 。 

(３ )  そ の 他 交 流 定 住 の 促 進 に 必 要 な 事 項  

 （ 会 議 ）  

第 ６ 条  会 議 は 、 会 長 が 招 集 し 、 議 長 と な る 。  

２  会 長 は 、 会 議 の 招 集 に 当 た っ て 、 開 催 ７ 日 前 ま で に 日 時 、 場 所

及 び 協 議 し よ う と す る 事 項 を 付 し て 各 委 員 に 通 知 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 緊 急 の 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

３  会 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 の 所 属 す る 団 体 等 の

他 の 構 成 員 を 代 理 人 と し て 会 議 に 出 席 さ せ る こ と が で き る 。  

４  会 議 は 、 必 要 に 応 じ 、 会 長 が 関 係 者 の 出 席 を 求 め 、 そ の 意 見 を

聴 く こ と が で き る 。  

５  会 議 は 、 目 的 、 事 業 、 規 約 の 改 廃 及 び 役 員 の 選 任 に つ い て 協 議

す る 。  

６  会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 を も っ て 開 催 し 、 出 席 委 員 の 過 半 数 に よ

り 決 定 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 文 書 に よ る 委 任 は 、 こ れ を 出 席

表 決 と み な す 。  

 （ 書 面 議 決 ）  

第 ７ 条  会 長 は 、 緊 急 を 要 す る 事 項 又 は 軽 易 な 事 項 に つ い て は 、 書

面 又 は 持 ち 回 り の 方 法 に よ り 、 全 委 員 の 賛 否 を 求 め 、 委 員 数 の 過

半 数 の 同 意 を も っ て 、 協 議 会 の 議 決 に 代 え る こ と が で き る 。  

（ 事 務 局 ）  

第 ８ 条  協 議 会 の 業 務 を 処 理 す る た め 、 協 議 会 に 事 務 局 を 置 く 。  

２  事 務 局 は 、 江 田 島 市 土 木 建 築 部 都 市 整 備 課 江 田 島 市 企 画 部 企 画

振 興 課 に 置 く 。  
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３  事 務 局 に 事 務 局 長 、 事 務 局 員 を 置 き 、 会 長 が 定 め た 者 を も っ て

充 て る 。  

４  事 務 局 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 江 田 島 市 交 流 定 住 促 進 協 議 会 事 務

局 規 程 に 定 め る 。  

 （ 経 費 の 負 担 ）  

第 ９ 条  協 議 会 の 運 営 に 要 す る 経 費 は 、 補 助 金 、 繰 越 金 そ の 他 の 収

入 を も っ て 充 て る 。  

 （ 監 査 ）  

第 １ ０ 条  協 議 会 に 、 監 査 委 員 を １ 名 置 く 。  

２  協 議 会 の 出 納 監 査 は 、 会 長 が 委 嘱 す る 監 査 委 員 に よ っ て 行 う 。  

３  監 査 委 員 は 、 監 査 の 結 果 を 会 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 財 務 に 関 す る 事 項 ）  

第 １ １ 条  協 議 会 の 予 算 編 成 、 現 金 の 出 納 そ の 他 財 務 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 江 田 島 市 交 流 定 住 促 進 協 議 会 財 務 規 程 に 定 め る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 運 営 に つ い て 必

要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 約 は 、 平 成 １ ９ 年 ６ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 規 約 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 平 成 ２ ７ 年 ７ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 平 成 ２ ８ 年 ８ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 規 約 は 、 平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  



(案) 

 

    附  則  

こ の 規 約 は 、 平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 令 和 元 年 ６ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ４ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 改 正 後

の 江 田 島 市 交 流 定 住 促 進 協 議 会 運 営 要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 か ら 第

３ 号 ま で の 規 定 は 、 現 行 の 委 員 任 期 が 満 了 し た 日 の 翌 日 か ら 適 用 す

る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 



 

 
 

 
江田島市交流定住促進協議会運営要綱の一部を改正する要綱案新旧対照表 

 
改正部分抜粋 下線部について改正 

改  正  案 現     行 

江田島市交流定住促進協議会運営要綱 

 

（名称） 

第 1条 略 

 ～  

（書面決議） 

第 7条 略 

 （事務局） 

第８条 略 

２ 事務局は、江田島市土木建築部都市整備課

に置く。 

３ 略 

４ 略 

（経費の負担） 

第９条 略 

 ～  

（その他） 

第１２条 略 

 

附 則 

 この規約は、令和８年３月２３日から施行する。 

江田島市交流定住促進協議会運営要綱 

 

（名称） 

第 1条 略 

 ～  

（書面決議） 

第 7条 略 

 （事務局） 

第８条 略 

２ 事務局は，江田島市企画部企画振興課に置

く。 

３ 略 

４ 略 

（経費の負担） 

第９条 略 

 ～  

（その他） 

第１２条 略 

 

   附 則 

 略 
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江田島市交流定住促進協議会事務局規程 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、江田島市交流定住促進協議会要綱第８条第４項の規定に基づき、江田島市

交流定住促進協議会（以下「協議会」という。）の事務局に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 （所掌事項） 

第２条 事務局は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１） 協議会の会議に関すること。 

（２） 協議会の資料作成に関すること。 

（３） 協議会の庶務に関すること。 

（４） 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項 

 （職員等） 

第３条 事務局に、事務局長及び事務局員を置く。 

２ 事務局長は、江田島市土木建築部都市整備課長企画部企画振興課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、江田島市土木建築部都市整備課員企画部企画振興課職員をもって充てる。 

 （専決事項） 

第４条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要と認められ

る事項については、この限りではない。 

（１） 事務局の運営に関すること。 

（２） 物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること。 

（３） 物品及び現金の出納に関すること。 

（４） 協議会の事務処理方法を定める規程の制定及び改廃に関すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項 

 （文書の取扱い） 

第５条 事務局における文書の収受、処理、編集、配布、保存その他の文書に関し必要な事項は、

江田島市において定められている文書の取扱いの例による。 

 （公印の取扱い） 

第６条 協議会の公印の種類は、会長印とし、管理者は、事務局長とする。 

 （その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２９年６月１２日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３０年６月２７日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和元年６月２７日から施行する。 

附 則 
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 この規程は、令和８年３月２３日から施行する。 

 



 

 
 
 
江田島市交流定住促進協議会事務局規程の一部を改正する規程案新旧対照表 

 
改正部分抜粋 下線部について改正 

改  正  案 現     行 

江田島市交流定住促進協議会事務局規程 

 

（趣旨） 

第１条 略 

（所掌事項） 

第２条  略 

 （職員等） 

第３条 略 

２ 事務局長は、江田島市土木建築部都市整備

課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、江田島市土木建築部都市整備

課員をもって充てる。 

（専決事項） 

第４条  略 

 ～  

（その他） 

第７条 略 

 

附 則 

 この規程は、令和８年３月２３日から施行する。 

江田島市交流定住促進協議会事務局規程 

 

（趣旨） 

第１条 略 

（所掌事項） 

第２条  略 

 （職員等） 

第３条 略 

２ 事務局長は，企画部企画振興課長をもって

充てる。 

３ 事務局員は，企画部企画振興課職員をもっ

て充てる。  

（専決事項） 

第４条  略 

 ～  

（その他） 

第７条 略 

 

   附 則 

 略 
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